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○皇學館大学における科学研究費助成事業への
　応募資格に関する要項

　（趣　旨）
第１条　この要項は、皇學館大学（以下「本学」という｡）において、科学研究費助成事業（以下「科

研費」という｡）の応募資格について、必要な事項を定める。
　（応募資格）
第２条　本学において科研費に応募できる者は、次の各号の要件をすべて満たし、府省共通研究管理シ

ステム（以下、e-Radという｡）に「科研費の応募資格あり」として研究者情報ヘ登録されている研
究者に限る。
⑴　本学の研究活動を行うことを職務に含む者として、本学に所属する者（名誉教授、特別招聘教

授、研究開発推進センター共同研究員〈学外〉、非常勤講師は除く｡）であること。
⑵　本学の研究活動に実際に従事している者（研究の補助のみに従事している場合は除く｡）である

こと。
⑶　大学院生等（本学において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者で、学生の身分

を有する場合を除く｡）の学生でないこと。ただし、日本学術振興会特別研究員（DC）に採用され
た者はこの限りでない。

⑷　科研費及び科研費以外の競争的資金で、不正使用、不正受給、又は特定不正行為（発表された
研究成果の中に示されたデータや研究成果等の改ざん、及び盗用）を行ったとして、助成金の支
払を受ける年度において、日本学術振興会から助成金を交付しないこととされている者でないこと｡

２　 前項の規定にかかわらず、教学運営会議の議を経て学長が認めた者は、応募することができる。
　（採択された場合の要件）
第３条　本学において科研費への応募を認められた者が採択された場合には、次に掲げる全ての要件を

満たさなければならない。
⑴　当該研究計画遂行上、研究代表者又は研究分担者としての責任を果たすことができること。
⑵　当該研究活動を、本学の活動として行うこと。
⑶　本学と雇用関係にない者であっても、科研費を使用して研究活動を行う場合には、本学の定め

る規則等を遵守すること。
　（応募可能職名）
第４条　本学において科研費に応募できる者の職名は、別表の科研費応募可能職名表のとおりとする。
　（その他）
第５条　研究代表者、研究分担者及び連携研究者として応募する場合、科研費による研究期間が停年又

は雇用期間満了等を超えることが予想される際は研究開発推進センターに事前に相談すること。
　（要項の改廃）
第６条　この要項の改廃は、研究開発推進センター部門調整会議の議を経て教学運営会議が行う。
　　　附　則
　この要項は、平成26年２月21日から施行する。
　　　附　則
　この要項は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則　　　
　この要項は、平成27年７月８日から施行する。

－453－




